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⑸ 　婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等　　
（第９条）

（婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等）
第 ９条　事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定す
る定めをしてはならない。
２　事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。
３ 　事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法（昭和22
年法律第49号）第65条第１項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第２項の
規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定め
るものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
４ 　妊娠中の女性労働者及び出産後１年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無
効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを
証明したときは、この限りでない。

　均等法第９条では、女性労働者の結婚・妊娠・出産退職制、女性労働者の結婚を理由とする解雇、
女性労働者の妊娠・出産等厚生労働省令で定める事由を理由とする解雇その他不利益取扱いを禁止し
ています。また、女性労働者を妊娠中又は産後１年以内に解雇することは、事業主が妊娠等を理由と
する解雇でないことを証明しない限り無効とされています。

　また、禁止される結婚・妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いに該当する具体的内容を指針（「労
働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処
するための指針」）において示しています。

　なお、女性が結婚退職する場合に退職金を上積みするいわゆる結婚退職上積制度は、あらかじめ支
給要件が明確にされていれば賃金に当たり、男女同一賃金の原則を定める労働基準法第４条に違反す
ることになります。

【厚生労働省令で定める事由】
１　妊娠したこと。
２　出産したこと。
３ 　妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置（母性健康管理措置）を求め、又は当該措置を受
けたこと。
４ 　坑内業務の就業制限若しくは危険有害業務の就業制限の規定により業務に就くことができな
いこと、坑内業務に従事しない旨の申出若しくは就業制限の業務に従事しない旨の申出をした
こと又はこれらの業務に従事しなかったこと。
５ 　産前休業を請求し、若しくは産前休業をしたこと又は産後の就業制限の規定により就業でき
ず、若しくは産後休業をしたこと。
６ 　軽易な業務への転換を請求し、又は軽易な業務に転換したこと。
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７ 　事業場において変形労働時間制がとられる場合において１週間又は１日について法定労働時
間を超える時間について労働しないことを請求したこと、時間外若しくは休日について労働し
ないことを請求したこと、深夜業をしないことを請求したこと又はこれらの労働をしなかった
こと。
８ 　育児時間の請求をし、又は育児時間を取得したこと。
９ 　妊娠又は出産に起因する症状により労務の提供ができないこと若しくはできなかったこと又
は労働能率が低下したこと。
※ 　「妊娠又は出産に起因する症状」とは、つわり、妊娠悪阻、切迫流産、出産後の回復不全等、
妊娠又は出産をしたことに起因して妊産婦に生じる症状をいいます。

（例）
① 　賃金について、妊娠・出産等に係る就労し
なかった又はできなかった期間（以下「不就
労期間」という。）分を超えて不支給とする
こと。

② 　賞与又は退職金の支給額の算定に当たり、
不就労期間や労働能率の低下を考慮の対象と
する場合において、同じ期間休業した疾病等
や同程度労働能率が低下した疾病等と比較し
て、妊娠・出産等による休業や妊娠・出産等
による労働能率の低下について不利に取り扱
うこと。

（例）
① 　実際には労務の不提供や労働能率の低下が
生じていないにもかかわらず、女性労働者が、
妊娠し、出産し、又は労働基準法に基づく産
前休業の請求等をしたことのみをもって、人
事考課において、妊娠をしていない者よりも
不利に取り扱うこと。

② 　人事考課において、不就労期間や労働能率
の低下を考慮の対象とする場合において、同
じ期間休業した疾病等や同程度労働能率が低
下した疾病等と比較して、妊娠・出産等によ
る休業や妊娠・出産等による労働能率の低下
について不利に取り扱うこと。

妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの例

１ 　解雇すること。

２ 　期間を定めて雇用される者について、契
約の更新をしないこと。

３ 　あらかじめ契約の更新回数の上限が明
示されている場合に、当該回数を引き下げ
ること。

４ 　退職又は正社員をパートタイム労働者
等の非正規社員とするような労働契約内
容の変更の強要を行うこと。

５ 　降格させること。

６ 　就業環境を害すること。

７ 　不利益な自宅待機を命ずること。

８ 　減給をし、又は賞与等において不利益な
算定を行うこと。

９ 　昇進・昇格の人事考課において不利益な
評価を行うこと。
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10 　不利益な配置の変更を行うこと。 11 　派遣労働者として就業する者について、
派遣先が当該派遣労働者に係る労働者派
遣の役務の提供を拒むこと。

（例）
① 　妊娠した女性労働者が、その従事する職務
において業務を遂行する能力があるにもかか
わらず、賃金その他の労働条件、通勤事情等
が劣ることとなる配置の変更を行うこと。
② 　妊娠・出産等に伴いその従事する職務にお
いて業務を遂行することが困難であり配置を
変更する必要がある場合において、他に当該
労働者を従事させることができる適当な職
務があるにもかかわらず、特別な理由もなく
当該職務と比較して、賃金その他の労働条件、
通勤事情等が劣ることとなる配置の変更を行
うこと。
③ 　産前産後休業からの復帰に当たって、原職
又は原職相当職に就けないこと。

（例）
① 　妊娠した派遣労働者が、派遣契約に定めら
れた役務の提供ができると認められるにもか
かわらず、派遣先が派遣元事業主に対し、派
遣労働者の交替を求めること。

② 　妊娠した派遣労働者が、派遣契約に定めら
れた役務の提供ができると認められるにもか
かわらず、派遣先が派遣元事業主に対し、派
遣労働者の派遣を拒むこと。
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Ｑ＆Ａ

Ｑ１
　産前産後休業からの復帰に当たって、「原職相当職」とはどこまでが相当と判断
されるのでしょうか。

　「原職相当職」の範囲については、個々の企業または事業所における組織の状況、業務の配分、
その他の雇用管理の状況によってさまざまですが、一般的に、（イ）休業後の職制上の地位が休
業前より下回っていないこと、（ロ）休業前と休業後とで職務内容が異なっていないこと及び
（ハ）休業前と休業後とで勤務する事業所が同一であること、のいずれにも該当する場合には「原
職相当職」と評価されます。
　なお、（イ）から（ハ）までの全てに該当しなければ「原職相当職」には該当しないというも
のではなく、例えば、販売職の者が、（イ）及び（ロ）の条件を満たした上で、通勤事情の変化
に伴い経済的または精神的な不利益を特段生じない別店舗（例えば自宅からより近い店舗）へ
復帰する場合など、個々の企業の状況によってはいずれかが欠けている場合であっても、原職
相当職と考えられる場合もあります。

Ⓐ

Ｑ２
　有期契約労働者が産前産後休業を取得することにより、契約期間の全てについ
て全く役務の提供ができない場合に契約を更新しないことも不利益な取扱いに該
当するのでしょうか。

　労働者が産前産後休業を取得することにより、次の契約期間の全てについて全く役務の提供
ができない場合に契約を更新しないことについて、妊娠等していなければ契約更新されていた
と考えられる場合は、この雇止めは妊娠などを理由とする不利益な取扱いに該当します。

Ⓐ

Ｑ３
　第二子妊娠時に「２人目を産むのは職場の迷惑になる」というような、職場に
おける妊娠・出産を理由とする嫌がらせは均等法上問題があるのでしょうか。

　妊娠・出産を理由とする嫌がらせについては、均等法第９条第３項により禁止される「解雇
その他不利益な取扱い」に該当し、均等法違反となります。

Ⓐ


